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常滑市小中学校の保護者の皆様へ 

常滑市教育委員会 

教育長 圡方 宗広   

 

ラーケーションの申請方法の変更について（お願い） 

 

 晩秋の候、保護者の皆様には、日頃より常滑市の学校教育に対し、格別なるご理解とご支援

を賜り、心より感謝申し上げます。 

 さて、愛知県の「休み方改革」プロジェクトの「ラーケーションの日」につきましては、徐々

にその趣旨に賛同し申請する保護者が増えている状況にあります。 

しかし、その一方で、ラーケーションの申請方法が「電話または連絡帳」と２つの方法であ

ったために、学級担任の先生が電話を受けたり、連絡帳を確認したりと仕事が煩雑となり負担

が大きくなってしまいました。そこで、学級担任の負担を軽減するため、１１月１３日（月）

より、ラーケーションの申請方法を下記のように変更したいと思います。 

申請方法を年度途中で変更することは、保護者の皆様に大変なご迷惑をかけることになると

承知しておりますが、どうかご理解いただき、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。なお、申請方法を変更すること以外は従来通りです。重ねてお願い申し上げます。 
 

記 
 

１ ラーケーションの申請方法（変更後） 

〇別紙の「ラーケーション申請用紙」に、保護者が必要事項を記載して、お子さんを通 

じて学級担任に提出してください。 
 

【変更前】電話または連絡帳 → 【変更後】所定の「ラーケーション申請用紙」 
 

  ※ 小学校の場合は「ラーケーション申請用紙」を連絡帳にはさんで提出してください。 

   ※ 中学校の場合は、学級担任に直接「ラーケーション申請用紙」を提出してください。 

   ※「ラーケーション申請用紙」は Home&School で配信されるデータや市ホームページから

ダウンロードしたデータをプリントアウトしてご利用ください。データをプリントアウ

トする環境にない場合は、お子さんを通じて学校から用紙をお受け取りください。 

２ その他 

○毎年３月分の給食費につきましては、前月の２月に集金させていただいておりますが、 

  お子さんの３月分の給食数を確定させるため、３月にラーケーションを取得したい場 

合は、可能な限り２月 15日(木)までに申請をしていただきますようお願い申し上げます。

※中学３年生につきましては、２月上旬に集金をすることから、２・３月にラーケーショ 

 ンを取得したい場合は、可能な限り１月 15日(月)までに申請をお願いします。 

 ○ラーケーションの申請を取り消す場合につきましては、学校に電話で連絡をしてください。 

  なお、この場合につきましては、ラーケーションを予定していた日の給食の提供はいたし 

ませんので、弁当の準備をお願いします。 

                        

 【お問い合わせ】 

                           常滑市教育委員会 学校教育課 

                           Tel ：０５６９－４７－６１２９                          


